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推進責任者：　宇佐川　毅　

１.自己点検・評価の実施概要及び判定結果

自己点検の観点 自己点検・評価項目 実施方法 エビデンス 判定結果

Ａ：ディプロマ・ポリシーにおいて教育プログ

ラムを修了した学生に期待される学修成果が適

切に定められ、その達成が授与する学位に相応

しい水準であること

適切である

Ｂ：ディプロマ・ポリシーに定められる学修成

果を学生が達成するために、適切なカリキュラ

ム・ポリシーが定められていること
適切である

Ｃ：カリキュラム・ポリシーに基づいて、教育

課程が体系的に編成され、適切な水準になって

いること

適切である

Ｄ：カリキュラム・ポリシーに基づく教育課程

を学生が修了するために、教育課程が効果的に

実施されていること
適切である

Ｅ：大学院課程（教職大学院の課程を除く）に

おいては、研究指導、学位論文に係る指導体制

が整備され、適切な計画に基づいて指導が行わ

れていること

適切である

Ｆ：期待される学修成果の達成の程度につい

て、適切に評価していること
適切である

Ｇ：期待される学修成果を学生が達成している

こと
適切である

Ｈ：卒業（修了）後の状況等から判断して、期

待される学修成果が得られていること
適切である

Ｉ：学生が学修成果を達成するための支援が十

分に行われていること
適切である

J：教職課程の編成に関すること
適切である

数理・データサイエンス・AI教育プログラム

に関すること
適切である
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別添１「教育の内部質保証に係る点検項

目、手順、エビデンスとして求める提出

資料・データ」のとおり

教育に関する自己点検・評価として、教育に関する全学共通の事項を

対象とした「全学共通評価」、教養教育における教育活動を対象とし

た「教養教育プログラム評価」、教育の内部質保証を実施する教育課

程ごとの教育活動を対象とした「学位プログラム評価」、その他の教

育に関する評価（「教職課程評価」、「数理・データサイエンス・AI

教育プログラム評価」）を令和６年４月から６月にかけて実施し、こ

れらの自己点検・評価が正しく機能しているかについての点検・評価

である「教育総合評価」を令和６年７月から10月にかけて実施した。

（詳細は、別添１「教育の内部質保証に係る点検項目、手順、エビデ

ンスとして求める提出資料・データ」のとおり）

別添２「令和６年度実施 教育総合評価 評

価結果報告書」内「Ⅲ 各自己点検・評価

の証憑（エビデンス）一覧表」のとおり



２.結果総括

【優れた点】

 教育総合評価において各評価における「優れた点」と判定した事項については、全ての学部・学環及び研究科・教育部等へ優れた取組として共有しており、教育の改善及び質向上に資することが期待される。

 令和６年度に「優れた点」として判定した事項は、以下のとおりである。

 ・全学で実施しているアンケートに加えて、学部等で独自に卒業（修了）生アンケートや卒業（修了）生の勤務校への聞き取り調査を実施し、分析調査結果からディプロマポリシーに定める育成する

      人材像との間に乖離がないことを確認している。【観点Ａ：教育学部、理学部、医学部医学科、教育学研究科】

   ・ 日本学術会議が示す分野別の「参照基準」と照らし合わせ、当該学位授与に相当する水準の授業科目を提供していることを確認している。【観点Ｃ：理学部】

   ・ 授業外学修時間の確保のためCAP制を導入している。また、学生の学修時間の確保に向けたMoodleの活用例を当該部局内で共有している。【観点Ｄ：理学部】

   ・ 教員就職率増加に向けて4年次生を対象に学部教育の改善のためのアンケートを実施し、学生の学修時間や学修行動の把握を行っている【観点Ｄ：教育学部】

   ・工学部独自で優秀教育者表彰（「ティーチングアワード」）や工学部開講全科目を対象とした授業参観を実施しており、学習指導法の工夫事例や授業改善の取組を共有するための制度が優れている。【観点Ｄ：工学部】

   ・ 学生の国際的な学習・研究活動への積極的な参加により、国際的視野と学習・研究能力の向上を推進することを目的として、各コース・教育プログラムで定めた回数、国内・国際会議等で発表した

       ことが認められた場合、単位として認定している。また、「国際会議派遣プログラム」として、国際会議に参加を希望する学生向けに経費支援を行っている。【観点Ｅ：自然科学教育部】

   ・ 医学・生命科学に関連する国際的な学習・研究活動への参加機会を支援することによって参加者の国際的視野と学習・研究能力を高めるため、国際学会発表等の旅費経費支援として国際奨学事業を

       実施ししている【観点Ｅ：医学教育部】

   ・イノベーションリーダーシップ育成プログラムの開講や、大学院生を特別研究学生として他大学に研究を委託する等、他大学や産業界と連携した研究指導を実施している。【観点Ｅ：自然科学教育部】

   ・関係病院や研究所等と協定を結び大学院連携講座を設置し、研究指導を行っている。【観点Ｅ：医学教育部】

   ・実習校が多岐に渡る「教育実践研究」については、統一的な観点から成績評価が実施できるよう、ルーブリック（評価基準表）を作成し、厳格で客観的・公正な成績評価を実施している。【観点Ｆ：教育学研究科】

   ・学生の論文採択や受賞状況を確認し、薬学教育部のHPにおいても積極的に発信している。【観点Ｇ：薬学教育学部】

   ・1・2年次において、学科長やチューターが単位の修得状況を含めた学修状況を確認し、3年次においては教務委員が確認するとともに、進級判定を行う際に個人単位及び学年全体での学修成果を把握している。

      また、4年次の研究室配属にあたっては、各コースで単位の修得状況を確認し、卒業判定時には最終的な学修成果を把握している。加えて、化学コースにおいては4年進級時の研究室配属の際に、ASOを用いて

      算出したGPTを活用している。【観点Ｇ：理学部】

   ・全学で実施しているアンケートに加えて、学部及び研究科独自で卒業（修了）生アンケートや就職先アンケートを行い、ディプロマ・ポリシーに則した学修成果が得られていることを確認している。

     【観点Ｈ：教育学部、理学部、医学部医学科、教育学研究科】

   ・新入生に対する全学的ガイダンスとして、種々のシステムの利用方法を指導するSOSEKIガイダンスの実施や履修相談会、Moodle上での総合教養講座の開講等、実施方法も多岐に渡り回数も多く実施している。

    【観点Ｉ：教養教育】

   ・履修上特別な支援を用する学生に対して、留学生チューターの配置や聴覚障がいを有する学生への情報保障支援（ノートテイクやパソコンテイク等）等、全学的な修学支援体制が構築されており、多岐に渡って

      きめ細やかな配慮がされている。【観点Ｉ：教養教育】

 ・新入生ガイダンス及び履修ガイダンスの説明資料がわかりやすく親切であり、動画も作成するなど丁寧に対応しており、学生のニーズに応えうる履修指導体制が整っている。【観点Ｉ：教育学部】

 ・新入生ガイダンス資料が学科ごとにとても詳細かつ丁寧に作成されており、学生のニーズに応えうる履修指導体制が整っている。とりわけ、「ガイダンスにおける注意喚起事項」は全学的な共有・

  活用に非常に有益である。【観点Ｉ：工学部】

 ・博士前期課程教育との連携として、研究者養成・大学院進学を目的とした制度（ジュニア・リサーチ・フェロー（JRF））があり、当該制度に選抜された学生から飛び級で大学院に進学した実績がある。【観点Ｉ：理学部】

 ・英語熟達度が特に高く，学部時代から大学院レベルの専門的な学びを志向する意欲的な学部学生に博士前期課程での科目の受講を可能にする「ＰＬＥＡＳＥＤプログラム」を展開している。

  ゆくゆくは世界的に活躍できる本学出身の薬学研究者の育成を視野に入れた優れたプログラムである。【観点Ⅰ：薬学部】

 ・開放制学部の学生に対し、令和５年度から教育学部の学生支援相談室において、教育学部学生に限らず、開放制学部の学生も対象に含め、対策講座、面接、模擬授業などの個人指導を行っている。

  その他にも就職支援プログラムの提供や各種相談員を配置し、教職に関する切れ目のない支援・相談体制充実が図られている。また、学生に対する「教職課程の学びと成長、将来の職業選択に関

  するふりかえり調査」（I0213）を行い、その結果を確認共有されており、全学として教職課程の学生支援体制が構築されている。【観点Ⅰ：教職課程評価】



【改善を要する点】

  教育総合評価の結果から、以下のとおり「改善すべき点」をとりまとめ、全学的に対応が必要な事項は関係委員会に対応を依頼し、また、各部局等において対応が必要な事項は推進責任者から各評価を実施する教育の内部質保証の実

施責任者に対して改善指示を出しており、現在、改善計画書の策定中である。改善計画書については、とりまとめの上、改善実施状況報告書とともに、令和７年３月に提出する予定である。

  全学委員会等への改善の提案及び部局への改善指示の内容については、以下のとおりである。

【改善の提案（全学）】

  ≪教育会議への提案≫

   ◆カリキュラム・マップの様式について

    ・カリキュラム・マップについて、それぞれの学修成果の内容や、学修成果と関連性を示す記号が示されているが、学生を含むステークホルダーに向けてわかりやすい説明・表記となっているか検討いただきたい。【観点Ｃ】

  ≪教務委員会への提案≫

   ◆シラバスについて

    ・全学共通評価や教養教育プログラム評価において、シラバスチェックの結果、複数の項目において昨年度と比較し芳しくない状況が見られたため、改善に向けた方策を検討いただきたい。【観点Ｃ,Ｄ,I】

【改善指示（各部局等）】

  ・異議申し立ての窓口が組織的に設けられていることは確認できたが、「受付後の対応の手順、様式」が、成績評価に関する異議申立てのガイドライン（令和3 年12 月6 日教務委員会裁定）に沿った様式ではないため、

   改善いただきたい。（Ｆ-7）【観点Ｆ：工学部】































 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 
 























































































































































































































































































































































































































 





 

 

 

 

 
















































